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〈アンケートの実施方法〉

　地方公共団体における漂流・漂着ゴミ対策の取組状況を把握するため、以下の都道府県及び市町村の担当部局（環境部局、
海岸部局、港湾部局、漁港部局）を対象に、漂流・漂着ゴミに関するアンケートを実施。
  質問内容の詳細については、別添「アンケート調査表」を参照。

（１）調査対象団体
　
  ①海岸管理者である都道府県及び市町村等
　②海岸を有している市町村
　③港湾管理者である都道府県及び市町村等
　④漁港管理者である都道府県及び市町村

　※回答者となる都道府県は、海に接する全都道府県（栃木、群馬、埼玉、山梨、長野、岐阜、滋賀及び奈良の８県を除く39県）
　※回答者となる市町村は、海に接する全市町村
　※都道府県・市町村以外に港湾管理者である事務組合等も対象。

（２）依頼方法
　国の各担当機関（国土交通省、水産庁、農林水産省、環境省）から都道府県担当部局へ送付し、調査を依頼。
　
（３）調査実施期間
　平成１８年６月１日、国の各担当機関から都道府県担当部局へ依頼文とともに調査票を発送（電子ファイルにて発送）。
　回答期限：平成１８年６月３０日（金）

（４）回収後の取りまとめ
　各都道府県から、国の各担当機関に提出されたものを、環境省で集計。
　



〈漂流・漂着ゴミアンケート　主なポイント〉

【ゴミの漂流・漂着状況】
　・一定の地域において清潔の保持に支障が出ている。
　・海岸管理者が管理する海岸の総延長（以下、海岸の総延長という。）の１割程度及び市町村の４分の１程度が、清
　　潔の保持が困難となっていると回答している。
　・海岸の総延長の４分の１程度及び市町村の半数以上が、ゴミの漂流・漂着の程度が日常の管理の範囲を超えている
　　と回答している。

【漂流・漂着ゴミ清掃・回収活動の実施様態】
　・漂流・漂着ゴミ清掃・回収活動においては、住民ボランティア等民間団体が参加しているものが多い。
　・海岸管理者及び市町村が関与する場合には、その多くの場合において清掃作業の支援、廃棄物運搬・保管及び廃棄
　　物の処分のいずれについても関与している。
　・港湾管理者及び漁港管理者が関与する場合には、廃棄物の運搬・保管及び廃棄物の処分が関与の中心である。

【回収後のゴミの処分方法】
　・多くの場合、海岸管理者、市町村、港湾管理者及び漁港管理者が、回収後のゴミを地元市町村の一般廃棄物処理施
　　設を使用して処理していると考えられる。
　・廃棄物処理業者に委託している海岸管理者、市町村、港湾管理者及び漁港管理者も約３～４割ある。

【地方公共団体の支出額】
　・自ら又は委託の事業を行った海岸管理者及び市町村のうち、４割が年間100万円以上の支出を行っており、500万円
　　以上を支出したものが１割強ある。

【地方公共団体からの補助等の額】
　・海岸管理者である都道府県の半数強が補助等を行っており、うち500万円以上の補助を行っているところが約３割
 （７団体）ある。
　・市町村のうち、住民ボランティア等民間団体に補助等を行っているのは総数の約１割であり、総額50万円以下の
　　ものが多い。



1. ゴミの漂流・漂着状況

A）海岸管理者 B）市町村（環境部局） （凡例）

ゴミの漂流・漂着の程度は、日常の管理の範囲内。

(22)

(57)  (47)

  (179) (149)

 (224)

その他

   (580)

(580)  (187)

回収数： 回答数： 回収数： 回答数：
（）内は選択肢回答数 総延長： 23871km （）内は選択肢回答数

C）港湾管理者 D）漁港管理者

(6) (11)

(25)  (3) (89)  (7)

(138)  (371)

回収数： 回答数： 回収数： 回答数：
（）内は選択肢回答数 港数： （）内は選択肢回答数 港数：

147 147 413

日常の管理の範囲は超えているが、追加的な対策
の実施により支障のない程度の清潔さが保持でき
ている。

追加的な対策を行っても追いつかない、地形的な
悪条件がある、等の理由により、清潔の保持が困
難となっている。

①：
②：

③：

1063

607650 640 609

413
2811

・一定の地域において清潔の保持に支障が出て
いる。
・海岸管理者が管理する海岸の総延長（以下、
海岸の総延長という。）の１割程度及び市町村
の４分の１程度が、清潔の保持が困難となって
いると回答している。
・海岸の総延長の４分の１程度及び市町村の半
数以上が、ゴミの漂流・漂着の程度が日常の管
理の範囲を超えていると回答している。

なお、Aについては海岸延長ベース、Bについては自
治体数ベース、C及びDについては港数ベース。

④：

①
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①
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④
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③
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①
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①
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④
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2. 漂流・漂着ゴミ清掃・回収活動の実施の有無

A）海岸管理者 B）市町村（環境部局） （凡例）

行われなかった。

回答数： 回答数：

C）港湾管理者 D）漁港管理者

回答数： 回答数：

・大半の海岸管理者、市町村、港湾管理者及び
漁港管理者において、何らかの活動が行われて
いる。

640 606

②：

144 413

①： 漂流・漂着ゴミの清掃・回収等に関する何らかの
活動が行われた。

②いい
え
26%

①はい
74%

②いい
え
11%

①はい
89%

①はい
76%

②いい
え
24%

①はい
73%

②いい
え
27%



3. 漂流・漂着ゴミ清掃・回収活動の実施様態

A）海岸管理者 B）市町村（環境部局） （凡例）

海岸管理者、港湾管理者又は漁港管理者

地元市町村

住民ボランティア等民間団体

都道府県

回答数： 回答数：

C）港湾管理者 D）漁港管理者

回答数： 回答数：

471 536

110 298

・漂流・漂着ゴミ清掃・回収活動においては、
住民ボランティア等民間団体が参加しているも
のが多い。

市：

※２．で「はい」と回答したもののみ回答
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民：
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4. 共同実施の際における地方公共団体の参加様態

A）海岸管理者 B）市町村（環境部局） （凡例）

活動の呼びかけ等の広報活動

回収・清掃作業後の廃棄物の運搬・保管

回収・清掃作業後の廃棄物の処分

住民ボランティア等民間団体の育成や支援

その他

回答数： 回答数：

C）港湾管理者 D）漁港管理者

回答数： 回答数：

238 494

※３．で②、③又は④と回答したもののみ回答
（市町村については②又は③）

③：

④：

⑤：

ゴミ袋の提供等、漂流・漂着ゴミ回収・清掃作業
の支援

①：

②：

・海岸管理者及び市町村が関与する場合には、
その多くの場合において清掃作業の支援、廃棄
物運搬・保管及び廃棄物の処分のいずれについ
ても関与している。
・港湾管理者及び漁港管理者が関与する場合に
は、廃棄物の運搬・保管及び廃棄物の処分が関
与の中心である。
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5. 回収後のゴミの処分方法 ※４．で④と回答したもののみ回答

A）海岸管理者 B）市町村（環境部局） （凡例）

当該港湾（漁港）内の施設で処理

地元市町村の一般廃棄物処理施設で処分

廃棄物処分業者に委託

リサイクル業者に有価又は無価で引渡し

その他

回答数： 回答数：

C）港湾管理者 D）漁港管理者

回答数： 回答数：

④：

⑤：

①：

②：

③：

186 431

11643

・多くの場合、海岸管理者、市町村、港湾管理
者及び漁港管理者が、回収後のゴミを地元市町
村の一般廃棄物処理施設で処分していると回答
している。
・廃棄物処理業者に委託している海岸管理者、
市町村、港湾管理者及び漁港管理者も約３～４
割ある。
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6. 地方公共団体の支出額

A）海岸管理者 千円 B）市町村（環境部局） 千円 （凡例）

１～５００千円

５０１～１,０００千円
１,００１～２,０００千円

２,００１～５,０００千円
５,００１～１０,０００千円

１０,００１千円以上

回答数： 回答数：

C）港湾管理者 D）漁港管理者

回答数： 回答数：

※３．で①、②、③又は④と回答したもののみ回答
（市町村については①、②又は③）

709,227

漂着ゴミ回収活動事業に際し、委託業者に要した経
費、民間団体に対する補助金を合算

千円

785,501

205

①：

③：

⑤：

②：

④：

⑥：

67 120

・自ら又は委託の事業を行った海岸管理者及び
市町村のうち、４割が年間100万円以上の支出を
行っており、500万円以上を支出したものが１割
強ある。

1,409,717 千円189,285

248

②501～
1000千円
14%

③1001～
2000千円
15%

⑤5001～
10000千
円
4%

④2001～
5000千円
10%

①１～
500千円
50%

⑥10001
千円以上
7%

②501～
1000千円
12%

③1001～
2000千円
13%

⑥10001
千円以上
6%

④2001～
5000千円
12%

⑤5001～
10000千
円
8%

①１～
500千円
49%

①１～
500千円
32%

②501～
1000千円
9%

⑥10001
千円以上
29%

③1001～
2000千円
7%

⑤5001～
10000千
円
10%

④2001～
5000千円
13%

①１～
500千円
58%

⑥10001
千円以上
3%④2001～

5000千円
11%

③1001～
2000千円
16%
②501～
1000千円
10%

⑤5001～
10000千
円
2%



7. 地方公共団体からの補助等の額

A）海岸管理者 B）市町村（環境部局） 千円 （凡例）

１～５００千円

５０１～１,０００千円
１,００１～２,０００千円

２,００１～５,０００千円
５,００１～１０,０００千円

１０,００１千円以上

回答数： 回答数：

都道府県→市町村 千円
都道府県→民間団体 千円

21

104,741

千円114,489

※都道府県から、市町村又は住民ボラン
ティア等民間団体に対する補助金等の
額。

9,748

⑥：

42,655

59
※市町村から住民ボランティア等民間団
体に対する補助金等の額。

①：

②：
③：
④：
⑤：

漂着ゴミ回収活動事業に際し、市町村または住民ボ
ランティア等民間団体に対する補助金等の額

・海岸管理者である都道府県の半数強が補助等
を行っており、うち500万円以上の補助を行って
いるところが約３割（７団体）ある。
・市町村のうち、住民ボランティア等民間団体
に補助等を行っているのは総数の約１割であ
り、総額50万円以下のものが多い。

③1001～
2000千円
33%

②501～
1000千円
14%

⑥10001
千円以上
19%

①１～
500千円
10%

④2001～
5000千円
10%

⑤5001～
10000千
円
14%

③1001～
2000千円
7%

②501～
1000千円
20%

⑥10001
千円以上
2%

④2001～
5000千円
5%

⑤5001～
10000千
円
3%

①１～
500千円
63%



８. 国又は都道府県からの補助金額

A）海岸管理者 B）市町村（環境部局） （凡例）

１～５００千円

５０１～１,０００千円
１,００１～２,０００千円

２,００１～５,０００千円
５,００１～１０,０００千円

１０,００１千円以上

ない
わからない

回答数： 回答数：

C）港湾管理者 D）漁港管理者

回答数： 回答数：

⑤：

⑥：

⑦：
⑧：

①～⑥は、国からの補助金等を充てた部分がある場
合の金額

・国又は都道府県から補助を受けている例は少
ない。

④：

413

19084

308

①：

②：
③：

※３．で①、②、③又は④と回答したもののみ回答
（市町村については①、②又は③）

②501～
1000千円
1%

①１～
500千円
3%

⑧わから
ない
2%

④2001～
5000千円
1%

⑤5001～
10000千
円
0%

⑥10001
千円以上
0%⑦ない

92%

③1001～
2000千円
1%

④2001～
5000千円
1%

⑤5001～
10000千
円
1%

⑥10001
千円以上
0%⑦ない

82%

③1001～
2000千円
2%

⑧わから
ない
4%

①１～
500千円
6%

②501～
1000千円
4%

④2001～
5000千円
0%

⑤5001～
10000千
円
0%

⑥10001
千円以上
2%

⑦ない
97%

③1001～
2000千円
0%

⑧わから
ない
0%

②501～
1000千円
0%

①１～
500千円
1%

④2001～
5000千円
1%

⑤5001～
10000千
円
0%

⑥10001
千円以上
1%⑦ない

92%

③1001～
2000千円
0%

⑧わから
ない
2%

①１～
500千円
3%

②501～
1000千円
1%



９. 地方公共団体が苦慮していること

A）海岸管理者 B）市町村（環境部局） （凡例）

海岸における漂流・漂着ゴミの回収・清掃作業

回収・清掃作業後の廃棄物の処分

その他

回答数： 回答数：

C）港湾管理者 D）漁港管理者

回答数： 回答数：

368

※１．で②、③又は④を選択した団体及び海岸延長で該当
するもののある団体

・日常の管理の範囲を超えていると回答したと
ころの多くが、漂流・漂着ゴミの回収から処理
に至るいずれの段階においても何らかの苦慮が
あるとしている。

186

31 93

①：

②： 回収・清掃作業後の廃棄物の運搬・保管

③：

④：

162

120
147
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１０. 運搬・保管に苦慮している漂流・漂着ゴミ

A）海岸管理者 B）市町村（環境部局） （凡例）

ペットボトル

ペットボトル以外のプラスチック類
ビン・缶類

漁具類
医療器具

ポリ容器

流木
海藻
その他

回答数： 回答数：

C）港湾管理者 D）漁港管理者

回答数： 回答数：

①：

⑥：

⑧：
⑨：

※９．で②と回答したもののみ回答

⑦：

・運搬・保管に苦慮する漂流・漂着ゴミとして
最も回答が多かったのは流木であり、次に多
かったのが漁具類であった。

③：

⑤：

②：

④：

198
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11. 処分に苦慮している漂流・漂着ゴミ

A）海岸管理者 B）市町村（環境部局） （凡例）

ペットボトル

ペットボトル以外のプラスチック類
ビン・缶類

漁具類
医療器具

ポリ容器

流木
海藻
その他

回答数： 回答数：

C）港湾管理者 D）漁港管理者

回答数： 回答数：

※９．で③と回答したもののみ回答

⑦：

⑤：

⑥：

⑧：
⑨：

①：

②：

7024

145
・処分に苦慮する漂流・漂着ゴミとして最も回
答が多かったのも流木であり、次に多かったの
が漁具類であった。

③：
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④：
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12. 漂流・漂着ゴミによって生じる問題

A）海岸管理者 B）市町村（環境部局） （凡例）

漁港（港湾）運営への支障

土地改良施設管理への支障
海岸保全施設機能への支障

漁港（港湾）利用者への危険
住民への危険

観光への悪影響

沿岸漁業への悪影響
海岸生態系への悪影響
景観・清潔の保持
その他

回答数： 回答数：

C）港湾管理者 D）漁港管理者

回答数： 回答数： 349130

⑥：

⑦：
⑧：
⑨：
⑩：

563 556

①：

②：
③：
④：
⑤：

・漂流・漂着ゴミによって生じる問題について
は、「景観・清潔の保持」と回答した地方公共
団体が最も多く、ついで「観光への悪影響」及
び「沿岸漁業への悪影響」が多い。
・一定程度の海岸においては、海岸保全施設機
能への支障が問題となっている。
・一定程度の港湾及び漁港においては、港湾及
び漁港運営への支障が問題となっている。
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13. 災害起因の大規模なゴミの漂流・漂着の発生の有無（過去３年間）

A）海岸管理者 B）市町村（環境部局） （凡例）

ある

ない

回答数： 回答数：

C）港湾管理者 D）漁港管理者

回答数： 回答数：145

636

408

597
・海岸管理者、市町村、港湾管理者及び漁港管
理者のおよそ半数が、災害起因の大規模なゴミ
の漂流・漂着の発生が「ある」と回答してい
る。

①：

②：

①ある
46%

②ない
54%

①ある
50%

②ない
50%

①ある
47%②ない

53%

①ある
52%

②ない
48%



14. 災害起因の大規模なゴミ漂流・漂着に対する国等からの補助金（過去３年間）

A）海岸管理者 B）市町村（環境部局） （凡例）

１～５００千円

５０１～１,０００千円
１,００１～２,０００千円

２,００１～５,０００千円
５,００１～１０,０００千円

１０,００１千円以上

補助金を受けずに対処した
特段の対処を行わなかった

回答数： 回答数：

C）港湾管理者 D）漁港管理者

回答数： 回答数：

287
・国等からの補助を受けて対処した海岸管理
者、市町村、港湾管理者及び漁港管理者は１割
程度である。

⑦：
⑧：

21068

⑤：

⑥：

④：

291

①：

②：
③：

①１～
500千円
1%

⑦受けて
いない
81%

④2001～
5000千円
2%

⑥10001
千円以上
4%

③1001～
2000千円
1%

⑤5001～
10000千
円
3%

⑧行って
いない
7%

②501～
1000千円
1%

⑧行って
いない
9%

③1001～
2000千円
2%

④2001～
5000千円
5% ⑤5001～

10000千
円
2%

⑥10001
千円
以上
3%

⑦受けて
いない
77%

②501～
1000
千円
1%①１～

500千円
2%

④2001～
5000千円
1%

⑥10001
千円
以上
6%

⑤5001～
10000千
円
1%

⑦受けて
いない
89%

③1001～
2000千円
0%

①１～
500千円
0%

⑧行って
いない
1%

②501～
1000千円
0% ①１～

500千円
2%

②501～
1000千円
1%

③1001～
2000千円
2%

⑧行って
いない
1%

⑦受けて
いない
90%

⑥10001
千円以上
1%

⑤5001～
10000千
円
1%

④2001～
5000千円
2%




